
生活や就労に関する相談を包括的にコーディネート

＜岩手県コメント＞
生活相談・就労相談をハロー

ワークとワンストップで行うこと
により、就労意欲の喚起に繋がって
いる。

＜労働局コメント＞
生活相談・職業相談の連携によ

り、求職者個々の問題点等の把握
が容易となっている。

国と地方自治体の連携による雇用対策好事例

【課題･目的】

≪照会先≫ 岩手労働局職業安定部職業安定課（ＴＥＬ：019-604-3004）（HP：http//iwate-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp)

【岩手県】【奥州市】 【岩手労働局・ハローワーク水沢】

【実施概要】

【役割分担】

生活や就労に関する相談を包括的にコーディネートするため、求職者の生活相談
型職業相談・紹介及び、生活困窮者への自立相談・就労促進の支援事業をワンス
トップで行う。

◆積極的な自立相談・就労促進の支援を行うことにより、就労
意欲の喚起に繋がっている。

【奥州市】
①奥州市による生活・就労相
談の実施。

②社会福祉協議会による福祉
就労支援の実施。

【ハローワーク】職業相談・紹介の実施。

【効果】

① 岩手県と岩手労働局との一体的実施の協定締結、奥州市の緊急雇用創出事業の
活用等、既存の取組みとモデル事業との連携を図っている。
② 求職者のおかれた状況に合わせ、生活相談・支援から職業相談までをワンス
トップで行う。
③ 「生活困窮者自立促進支援モデル事業」の実施における「自立相談支援機関」
として、隣接するハローワーク水沢と連携し包括的支援を行っている。

【岩手県】
いわて県南パーソナル・サ
ポート・センター（くらし相
談室）による生活・就労相談
の実施。


